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新しい取り組み

　病院へ通院する妊産婦さ
んのタクシー利用助成金申
請が、これまでの紙申請に加
え、自宅のパソコンやスマホ
から24時間申請できる「今治
てのひら市役所」での受付が
始まりました。詳しくはホーム
ぺージを確認ください。

■対　象 令和7年4月１日以降に、妊娠36週以降の健診、出産、
 産後１か月の健診時に利用したタクシー利用料
■申込先 こども未来課
 TEL 0898-36-1529（平日　8:30～17:15）
 または各支所

出産サポートタクシー利用助成申請の電子申請が始まりました

詳しくはこちら

　令和7年11月4日㈫から、
イオンモール今治新都市内
郵便局で、マイナンバーカー
ド電子証明書の発行・更新
などの手続きが可能になり
ました。詳しくはホームぺー
ジを確認ください。

「イオンモール今治新都市内郵便局」で
マイナンバーカード電子証明書の更新などの手続が始まりました

ホームぺージ

　

 ■問合先　市民課　TEL 0898-36-1532　イオンモール今治新都市内郵便局　TEL 0898-25-8250

受付内容

受付時間…平日　10:00～17:00（土日祝日、12月29日から1月3日を除く）　

※マイナンバーカードの有効期限満了による更新申請の手続き支援も行います。
※代理での手続きは市役所・各支所でのみ受け付けます。

■新規申請（初めて作成される方）
■電子証明書の更新　
■暗証番号の再設定（ロック解除）
■カードの交付（事前に郵便局での受け取り希望の連絡が必要）
■カードの券面記載事項変更

マイナンバー
カード

山火事を
防止しよう

ホームぺージ

　令和８年１月１日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を
開始します。
　「林野火災注意報・警報」とは、気象状況から林野火災の予防上注意が必要と判断さ
れる場合に、市が発令するものです。発令中は、指定された区域内で、屋外での火の使
用が制限されます。

「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

■林野火災注意報・警報発令中
　「火の使用の制限」に従わなかった場合

　林野火災注意報発令中は、罰則を伴わない「努力義
務」です。一方、林野火災警報発令中は、「火の使用の
制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金また
は拘留に処することが消防法で定められています。

■火の使用制限とは
　火入れ、火遊び、たき火、煙火（花火）
などが禁止になります。指定された区域
の確認は消防本部のホームページで確
認ください。

■林野火災注意報発令時…消防車両
■林野火災 警 報 発令時…防災行政無線、今治市公式SNS、消防車両

周知方法について

林野火災注意報

火の使用制限…努力義務

①乾燥注意報が発表されていること
②前後12日間の平均降水量が３ミリ以下

<発令基準>

林野火災警報

火の使用制限…義務

林野火災注意報の発令基準である①及び②の状態が
　　　　　　　

<発令基準>

４日以上連続する場合

■問合先 消防本部　予防課　TEL 0898-32-6666㈹

　令和７年11月25日、第５回検討会で「令和７年今治市林野火災復旧・復興
計画」が取りまとめられ、江﨑会長（愛媛大学名誉教授）から市長へ報告書
が提出されました。「市民と共に未来につなぐ森づくり」の基本理念のもと、
早期の復旧・復興に全力で取り組みます。

林野火災復旧・復興計画を市長に報告




